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［台風19号多摩川水害を考える川崎の会］事務局TEL・FAX 044-755-0007（長谷川）
［台風19号多摩川水害川崎訴訟原告団］事務局 TEL・FAX 044-434-4290（船津）
公式サイト https://suigaino.wixsite.com/tamasui

お問い合わせ・お申込みはお電話またはホームページまで 台風19号水害の
webサイトは
こちら

　新年おめでとうございます。いつもご支援ありがとうございます。今年はさらなる躍進の年になります様、引
き続き裁判傍聴などお力添えをよろしくお願いいたします。
　昨年12月には、予てから求めていた現地進行協議(裁判官による現地検証)を実施する事ができました。複数
回に及ぶ下見やリハーサルを入念に行い、当日は3人の裁判官と書記官・双方の弁護士・市の職員、約30名で樋
門やポンプ場、被災した地域や自宅、事業所を半日間に渡り検証しました。当時の写真などの資料を配布し丁
寧に説明、被災者の生の声も届けました。署名してくださった貴団体・各所に立ち会ってくださった皆様ありが
とうございます。
　今回の第19回期日は、中部下水道事務所長尋問や現地進行協議の結果を反映した各種書面の提出、副市長
尋問申請の採否判断などを踏まえ、気になる今後の裁判の進め方が示されます。

横浜地方裁判所･川崎支部 1号法廷
14:30裁判所前に集合  事前集会を行います

横浜地方裁判所･川崎支部 1号法廷 (2階）
川崎区富士見1-1-3   TEL  044-233-8171
JR「川崎駅」からバス約10分「教育文化会館」下車より徒歩約1分
JR「川崎駅」･京浜急行「川崎駅」から徒歩約15分

川崎合同法律事務所 7階会議室
川崎区砂子1丁目10-2 ソシオ砂子ビル7階   
TEL  044-211-0121
地裁･川崎支部より徒歩7分
JR「川崎駅」より徒歩約8分・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分
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当日のタイムテーブル

口頭弁論
地裁･川崎支部　1号法廷

事前集会
地裁･川崎支部前14:30～

15:00～

報告集会（記者会見）
川崎合同法律事務所 7階会議室閉廷後

木 15:00 開廷2026年2月5日

2026年1月30日（金） 13:00～署名活動 武蔵小杉駅横須賀線口(その後裁判所に提出)

１月現在、書面・オンライン署名を合わせて21,700筆程寄せて頂いています。
この貴重な署名は、月一度ほど裁判所に提出しています。署名活動・署名提出にもご参加ください。公正判決を求める

署名を積み上げ
ましょう


